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健康推進課 

妊婦健康診査（超音波検査）公費助成の拡充について 

 

区は、妊婦の経済的負担の軽減を図り、妊婦・胎児の健康確保と安全で安心な出産

を迎えられるよう、東京都が令和５年度に開始した「東京都妊婦健康診査支援事業」

を活用して、妊婦健康診査（超音波検査）の公費助成を現行の２回から４回に拡充し

ます。 

 

１ 背景、経緯 

東京都内の区市町村が実施する妊婦健康診査については、東京都地域保健事業連絡

協議会（以下「五者協」といいます。) において、公費助成の検査項目及び助成単価

を定めるとともに、都内共通受診票を発行し、都内在住の妊婦であれば、都内の指定

医療機関どこでも利用できる、自治体間の相互乗り入れによる妊婦健診制度を運営し

ています。 

一方で、令和４年度に東京都が実施した調査では、都内の妊婦健康診査の公費負担

額が、全国平均よりも低いことが明らかになりました。理由としては、超音波検査の

公費負担回数が都内では１回であるところ、他県では、国が望ましい基準※として示

した４回であったことによるものと考えられます。これを受け東京都は、急遽、２回

から４回までの超音波検査について令和５年度に補助事業を開始することになりま

した。 

港区では、平成２０年度から、超音波検査の公費負担の回数を区独自に１回上乗せ

して合計２回の公費負担を実施しておりましたが、今回の東京都の補助事業を活用し

て、国が望ましい基準として示している、合計４回の超音波検査の公費負担を実施す

ることといたします。 

 

【参考】妊婦健康診査の公費負担額平均 

 ８６，７４２円(都(Ｈ３０．４．１現在)) < １０５，７３４円（全国） 

※ 妊婦に対する健康診査についての望ましい基準（平成２７年３月３１日厚生労働省告示第２２６号）で

は、妊娠初期から妊娠２３週(妊娠６か月目ごろ)までの間に２回、妊娠２４週から妊娠３５週(妊娠９か月

目ごろ)までの間に１回及び妊娠３６週から出産までの間に１回の計４回とされています。 

 

２ 概 要 

（１）拡充後の助成金額（一人当たり） 

    ５，３００円（超音波検査の五者協単価）×４回（区では現在２回実施） 

（２）助成対象 

令和５年４月１日以降に妊娠届を提出した妊婦 
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（３）対象者数（想定） 

    約２，５４５人 

（４）事業開始 

   令和５年７月１日（予定）  

（５）受診票配布方法 

  ①令和５年４月１日から６月３０日までに妊娠届を提出した妊婦 

追加２回分の超音波検査受診票を個別に郵送 

※受診票の追加送付前に３回以上超音波検査を受診した場合は、公費負担の

範囲内において償還払いにより助成します。 

②令和５年７月１日以降に妊娠届を提出した妊婦 

妊娠届の提出時に超音波検査受診票を４回分併せて配布 

 

３ 経費 

２８，２１４千円（拡充に伴う増加分） 

 

４ 財源 

超音波検査２回～４回分の実施について、東京都が新たに創設した「東京都妊婦

健康診査支援事業」補助金(１０／１０)を活用します。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年６月 令和５年第２回港区議会定例会補正予算案提出 

７月 事業開始 

広報みなと、区ホームページのほか、みなと母子手帳アプリのプ

ッシュ機能を活用して周知 

 

【参考イメージ図】 

 

 

拡充

【区負担】 【都補助】

現行

【区負担】

超音波検査1～2回目

超音波検査1回目 超音波検査2～4回目


